
事 務 連 絡 

令和元年７月４日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人事務局 

御中 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

 

ヒアリ等に関する啓発チラシの周知について（依頼） 

 

このことについては、「ヒアリに関する周知について」（平成 29年７月 14日付け事務連絡）に

より対応いただいているところですが、今般、環境省自然環境局野生生物課から、別紙のとおり

ヒアリ等に関する啓発チラシ（小学生以下向け）を周知するよう依頼がありました。 

ついては、都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の幼稚園及び小学校並びに域内の

市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては、所轄の学校法人並びに

幼稚園及び小学校に対して、附属学校を置く国公立大学法人事務局におかれては、その設置する

幼稚園及び小学校に対して周知されるようお願いいたします。 

なお、これから夏季休業期間を迎えることから、周知にあたっては、地域の実情に応じ、関係

部局・機関と連携の上、特に園児や児童とその保護者等が集まりやすい施設等の協力を得ること

や、メール等を活用するなど、多様な周知方法についても御検討いただくなど、特段の御配慮を

お願いいたします。 

 

＜添 付＞ 

・環境省作成啓発チラシ「外来生物ってなに？」「ヒアリを知ろう！」（小学生以下向け） 

 

＊環境省ホームページにも掲載されています。 

http://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/a_hiari-shirou.pdf 

 

 

（本件担当） 

文部科学省初等中等教育局 

健康教育・食育課保健管理係 

TEL：03-6734-2976（直通） 

FAX：03-6734-3794 

http://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/a_hiari-shirou.pdf


事 務 連 絡 
令 和 元 年 ７ 月 ３ 日 

 
 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 御中                                            
 
 

環境省自然環境局野生生物課 
 
 
 

ヒアリ等に関する啓発チラシの周知について（依頼） 
 
 
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき特定外来生物に指

定されているヒアリについては、平成 29 年６月に国内で初めて確認されて以降、現在まで

に 14 都道府県で 39 事例が確認されています。 

上記事例については、いずれも防除を行い、必要に応じて周辺での確認調査等を実施し

ており、国内においてはヒアリの定着は確認されていませんが、家庭に届く輸入品で確認

された事例もあることから、身近な場所で目にする可能性もあります。また、野外での活

動が増える季節を迎え、ヒアリ以外の外来生物と接する機会も増えることが考えられます。 

環境省では、ヒアリ等の外来生物に関する正しい情報を提供し、安全かつ適切な対応が

とられることを目的に小学生以下向けの啓発チラシを作成しています。ついては、各学校

等において必要に応じて活用いただくよう、関係機関への周知をお願いいたします。 

 

＜添 付＞ 
 ・啓発チラシ「外来生物ってなに？」「ヒアリを知ろう！」（小学生以下向け） 

    
＊環境省ホームページにも掲載しています。 

   http://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/a_hiari-shirou.pdf 

担 当 

環境省自然環境局野生生物課 

外来生物対策室  八元、深谷、知識 

電   話：(03)5521-8344（直通） 

ファックス：(03)3581-7090  

Administrator
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別　紙








